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「国土計画制度の改革」のポイント

※この他、国土利用計画との一体作成、大都市圏整備に関する計画の合理化、地方開発促進計画の廃止など、国土計画体系の簡素化・一体化を図り、
国民に分かりやすい国土計画に再構築する。

国と地方の協働によるビジョンづくり 開発中心からの転換

ストックの活用

有限な資源の
利用・保全

海洋利用
・国際協調

利便性の向上に加え

国民生活の安全・安心・安定の確保

地域の自立的発展を可能とする国土の形成

計画事項等の
拡充・改変
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景観、環境を含めた

国土の質的向上

全国計画

広域地方
計画

国による明確な国土及び国
民生活の姿の提示
（国の責務の明確化）

ブロック単位の地方ごとに、
国と都府県等が適切な役割
分担の下、相互に連携・協
力して策定

計画の作成及び実施の円滑な推進を図るため、国の地方
支分部局、関係都府県、関係政令市、地元経済界等が対
等な立場で協議する場（広域地方計画協議会）を組織

計画への多様な主体の参画
・地方公共団体から国への計画提案制度
・国民の意見を反映させる仕組み

＋

全国計画のみ

国主導の作成

地方の意見を聴
く仕組みなし

国

土

形

成

計

画

全

国

総

合

開

発

計

画

総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律（国土形成計画法）
※平成１７年７月２９日公布、１２月２２日施行
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国土形成計画の策定スケジュール（予定）

平成１７年９月

平成１７年１０月

平成１８年７月

平成１８年秋頃

平成１９年中頃までを目途

全国計画策定後、１年後

全国計画 広域地方計画

国土審議会に計画部会を設置 国土審議会に圏域部会を設置

第１回圏域部会の開催
第１回計画部会の開催

部会に専門委員会を設置

圏域部会とりまとめ

広域地方計画区域を定める政令の制定

地域の区分の
あり方の検討

計画部会中間とりまとめ

閣議決定 広域地方計画協議会の設置

広域地方計画の決定

計画策定準備

計画内容の検討

閣議決定に向けた
検討

※国土形成計画全国計画は国土利用計画
全国計画と一体作成
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国土形成計画（全国計画）の審議体制

 
国土審議会 計 画 部 会 

産業展望・東アジア連携専門委員会

国土基盤専門委員会 

持続可能な国土管理専門委員会 

ライフスタイル・生活専門委員会 

自立地域社会専門委員会 

多様な価値観の中で想定されるライフスタイル、生活
圏域のあり方、生活の場としての都市に関わる諸問題

我が国の国際競争力、東アジアとの都市間連携 

人口減少が進展する中での、多様な社会的サービスを持
続的に提供する仕組み、地域の自立的な取組による地域
活性化 

経済のグローバル化への対応や国民生活の安全・安心・
安定の確保に資する国土基盤整備 

国民の生活の基盤である国土を適切に利用して将来の世
代によりよい状態で継承するための持続可能な国土管理 

主要な計画課題と
考えられる５つの
分野について、専
門的に調査 
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